
お知らせ

償
却
資
産
は
申
告
が
必
要
で
す

　
償
却
資
産
と
は
、
個
人
あ
る
い
は
法

人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
が
事
業
の

た
め
に
使
用
し
て
い
る
構
築
物
、
機

械
、
器
具
な
ど
の
こ
と
で
、
土
地
や
家

屋
と
同
様
に
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
所
有
者
は
、
令
和
４
年
１

月
１
日（
土
）時
点
に
お
け
る
資
産
の
状

況
な
ど
を
１
月
31
日（
月
）ま
で
に
各
市

町
村
へ
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
申
告
書
は
、
前
年
度
申
告

を
し
た
人
や
異
動
届
を
提
出
し
た
法
人

な
ど
へ
12
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
で
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

の
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
売
電
す

る
場
合
も
、
事
業
用
の
資
産
と
し
て
申

告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、

新
た
に
申
告
義
務
が
生
じ
た
と
き
な
ど

は
、
税
務
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

に
な
る
か
、
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
☎
21
‐
０
２
１
６

農
地
転
用
に
は
許
可
が
必
要

で
す

　
農
地
転
用
と
は
、
田
畑
な
ど
の
農
地

を
、
住
宅
用
地
や
駐
車
場
な
ど
耕
作
目

的
以
外
の
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
で

す
。

　
転
用
す
る
場
合
は
事
前
に
農
地
法
に

基
づ
く
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、

許
可
を
受
け
ず
に
農
地
を
転
用
す
る
と

農
地
法
違
反
で
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
転
用
す
る
農
地
が
農
業
振
興

地
域
内
の
農
用
地
区
域
に
指
定
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
転
用
許
可
申
請
を
行
う

前
に
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
農

林
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法　
毎
月
20
日（
閉
庁
日
の
場

合
は
翌
開
庁
日
）ま
で
に
農
業
委
員
会

事
務
局
、
ま
た
は
各
地
域
局
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
21
‐

０
２
２
６
／
農
林
課
☎
21
‐
０
２
２
３

令
和
４
～
７
年
度
分
小
規
模
工
事

（
修
繕
）契
約
の
新
規
・
更
新
申
請

　
市
が
発
注
す
る
30
万
円
未
満
の
軽
易

な
修
繕
工
事
に
つ
い
て
、
市
内
の
小
規

模
事
業
者
の
受
注
機
会
の
拡
大
を
図
る

た
め
、
契
約
希
望
者
を
名
簿
に
登
録
し
、

業
者
選
定
の
際
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

（
指
名
や
契
約
を
約
束
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）

　
令
和
４
～
７
年
度
分
の
新
規
・
更
新

登
録
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
希
望
す

る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　
令
和
４
年
１
月
５
日（
水
）～

31
日（
月
）（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
請
方
法　
登
録
申
請
書
に
必
要
書
類
を

添
え
て
監
理
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
の
確
認
の
た
め
、
申
請
の

受
け
付
け
は
持
参
に
限
り
ま
す
。

※
登
録
申
請
書
は
、
監
理
課
、
各
地
域

局
に
備
え
て
あ
る
ほ
か
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

登
録
で
き
る
業
種

　
「
大
工
」「
左
官
」「
石
」「
電
気
」「
管
」

「
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
」「
板

金
」「
ガ
ラ
ス
」「
塗
装
」「
防
水
」「
内
装
仕

上
」「
機
械
器
具
設
置
」「
熱
絶
縁
」「
電
気

通
信
」「
造
園
」「
建
具
」
工
事
の
中
か
ら

3
業
種
ま
で

登
録
の
有
効
期
限　
令
和
４
年
４
月
１

日
～
令
和
８
年
3
月
31
日（
４
年
間
）

問
監
理
課
☎
21
‐
０
２
３
５

令
和
４
年
度
国
有
林

モ
ニ
タ
ー
募
集

　
国
有
林
の
事
業
運
営
な
ど
に
つ
い
て

市
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
意

見
や
要
望
を
国
有
林
野
行
政
に
反
映
さ

せ
る
た
め
、
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

し
ま
す
。

任
期　
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
５

年
３
月
31
日

対
象　
岡
山
県
内
に
在
住
し
、
森
林
や

林
業
お
よ
び
国
有
林
に
関
心
が
あ
る
成

人（
国
会
議
員
、
地
方
議
会
議
員
、
地

方
公
共
団
体
の
長
、
常
勤
の
国
家
公
務

員
を
除
く
）

申
込
期
限　
令
和
４
年
２
月
１
日（
火
）

※
申
込
方
法
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
は

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
企
画
調
整

課
林
政
推
進
係
☎
０
６
‐

６
８
８
１
‐
３
４
１
２
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短
歌
短
歌  　
　

秋
の
空

　
　

秋
の
空  

夕
日
に
映
え
る

夕
日
に
映
え
る  

山
紅
葉

山
紅
葉  

朝
霧
深
く

朝
霧
深
く  

雲
海
の
波　
　

雲
海
の
波　
　

原原は
ら
は
ら
田田だだ  

由由ゆゆ

き
さ
ん
（
高
倉
町
飯
部
）

き
さ
ん
（
高
倉
町
飯
部
）


